
新居浜工業高等専門学校合宿研修所使用規程 

 

平成28年10月６日規程第１号 

 

（趣旨） 

第１条 新居浜工業高等専門学校合宿研修所（以下「燧荘」という。）の使用については，

この規程の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 燧荘は，新居浜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の学生の心身を練磨し，

円満な人格と協調融和の精神を養い，健全な学生生活の向上を図るための合宿等に使用

することを目的とする。 

（使用の範囲） 

第３条 燧荘を使用することができる者は，次の各号のとおりとする。 

 （１）本校の教職員及び学生 

 （２）その他校長が特に認めた者 

２ 燧荘を使用することができる場合は，次の各号のとおりとする。 

 （１）本校学生会クラブが合宿等を行うとき。 

（２）校長が特に認めた本校学生会クラブ以外の団体が合宿等を行うとき。 

（３）本校の教育計画に基づき必要があると認められるとき。 

（４）学校行事等で宿泊を余儀なくされたとき。 

（５）その他校長が特に認めた場合 

（使用手続） 

第４条 燧荘を使用するときは，使用責任者は使用予定日の１週間前までに別紙使用許可

願を学生課に提出し，校長の許可を受けなければならない。 

（使用許可の取消し) 

第５条 校長は，燧荘の管理運営上支障があると認めるときは，使用許可を取り消すことが

できる。 

２ 燧荘の使用にあたって，使用者にこの規程又は第７条に定める細則に違反する行為が

あったときは，使用許可を取り消すことがある。 

（事務処理）  

第６条 燧荘に関する事務は，学生課において処理する。 

（細則） 

第７条 燧荘の使用についての細則は，別に定める。 

 

附 則（平成28年10月６日制定） 

１ この規程は，平成28年10月６日から施行し，平成28年４月１日から適用する。 

２ 新居浜工業高等専門学校合宿研修所使用規程（昭和49年４月１日規程第５号）は，廃止

する。 



 

校長 事務部長 学生主事 学生課長 課長補佐 係  長 担  当 

       

※校長は学外者宿泊の場合のみ 

合宿研修所（燧荘）使用許可願 

 

平成   年   月   日  

新居浜工業高等専門学校長  殿 

 

（使用責任者） 

   利用団体名                      

 

                  学年      年  学科(専攻)               

 

                  氏名                          印  

 

緊急連絡先                ℡          

 

（指導教員氏名）                       印  

 

使用目的  

使用期間 
平成   年   月   日（  ） 

         時      分 
～ 

平成   年   月   日（  ） 

時      分 

使用場所 

及び人数 

※○で囲む 

１号室 

(男･女   名) 

２号室 

(男･女   名) 

３号室 

(男･女   名) 

４号室 

(男･女   名) 

５号室 

(男･女   名) 

総使用人員                             名 

連絡事項 

（持ち込み物など） 

 

 

※合宿をする場合は日課表、宿泊者名簿及び合宿参加承諾書を添付すること。 

合宿終了後は速やかに所定の退所点検表を提出し、学生課職員のチェックを受けること。 

 

 


	合宿研修所使用規程
	合宿研修所使用規程（別紙許可願）



